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　　行政からのお知らせ

□
ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
の
際
は
本
人

　

の
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す

　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
電
子
証
明
書

は
、
電
子
申
告
を
安
全
に
行
う
た
め
に
、

本
人
確
認
や
改
ざ
ん
を
防
止
す
る
目
的
で

使
用
す
る
も
の
で
、
市
町
村
役
場
の
窓
口

で
申
請
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

電
子
証
明
書
の
交
付
申
請
を
行
う
に

は
、
ま
ず
住
基
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
）
が
必
要
で
す
。

多
久
市
役
所
で
は
、

　

市
民
生
活
課
窓
口
で

　
　
　
　
　
　

発
行
し
て
い
ま
す
。

　

交
付
手
続
き
や
平
成　

年
３
月
末
ま
で

２３

の
交
付
手
数
料
の
無
料
措
置
な
ど
、
詳
し

く
は
６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課 
課
税
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

ー
２
１
２
６

７５

□
ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ
で
簡
単
申
告

　

ｅ−

Ｔ
ａ
ｘ
と
は
、
こ
れ
ま
で
書
面
で

行
わ
れ
て
い
た
申
告
や
納
税
、
申
請
･届

出
な
ど
の
手
続
き
を
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か

ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
オ
ン
ラ

イ
ン
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で

す
。
く
わ
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
税
務
署　

個
人
課
税
第
一
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

ー
７
５
１
１

３２

 

□
申
告
会
場
と
受
付
期
間

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
次
の
会
場
で
受

け
付
け
ま
す
。
申
告
の
際
は
、
源
泉
徴
収

票
や
収
支
内
訳
表
な
ど
の
申
告
に
必
要
な

書
類
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

（
今
年
か
ら
、
多
久
市
役
所
で
日
曜
日
の

受
付
を
２
回
行
い
ま
す
）

□
確
定
申
告
は
、
お
早
め
に

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
は
２

２２

月　

日
水
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
申
告
と
納

１６
付
の
期
限
は
３
月　

日
火
で
す
。

１５

　

記
入
し
た
申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
で

き
ま
す
。

□
所
得
税
の
還
付
申
告
は
１
月
か
ら
税
務

　

署
で
受
付
を
始
め
ま
す

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
に
関

２２

す
る
相
談
や
申
告
の
受
付
は
、
２
月　

日
１６

水
か
ら
で
す
。

　

た
だ
し
「
還
付
」
を
受
け
る
た
め
の
申

告
は
１
月
か
ら
税
務
署
で
受
け
付
け
ま

す
。
還
付
申
告
は
医
療
費
控
除
や
住
宅
借

入
金（
取
得
）控
除
な
ど
に
よ
り
、
す
で
に

納
付
し
た
税
金
の
返
還
を
受
け
る
た
め
の

申
告
で
す
。
申
告
書
は
ご
自
分
で
作
成
し

て
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
『
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』
で
確
定
申

告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー

で
作
成
し
た
申
告
書
を
そ
の
ま
ま
電
子
申

告
し
た
り
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
普
通
紙
に
印

刷
（
白
黒
で
も
可
）
し
て
郵
送
す
る
な

ど
、
税
務
署
に
出
向
か
ず
に
申
告
が
で
き

る
の
で
便
利
で
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.nta.go.jp/

平
成　

年
分
所
得
税 
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

２２

ｅ−Ｔａｘのメリット
斬自宅やオフィスのパソコンから簡単申告
斬最高５千円の税額控除
　（平成１９～２１年分の確定申告で、すでに　
　この控除の適用を受けた方を除きます）
斬源泉徴収票や医療費の領収書等の添付書類
　を省略（３年間は保管が必要です）
斬還付金の支払いが早い
　（早期に処理され、３週間程度に短縮）
斬確定申告期間は、２４時間ｅ－Ｔａｘの利用
　が可能

税金の還付を 騙 る
かた

振り込め詐欺等に
ご注意ください

事業者のみなさんへ

給与支払報告書の提出は
お早めにお願いします

暫提出期限　１月３１日月
暫問い合わせ・提出先
税務課 課税係  ☎７５－２１２６

平成２２年分法定調書の提出を
お忘れなく

暫提出期限　１月３１日月
暫問い合わせ・提出先
　佐賀税務署　☎３２－７５１１

受付期間・時間場所・電話会　場

１月４日火～　９時～１７時
土・日・祝日は通常閉庁

※２月２０日日・２７日日は受け付け
　します

佐賀市駅前中央３丁目３－２０
佐賀第２合同庁舎
　　　　　☎３２－７５１１

佐賀税務署

　３月２日水・３日木
　９時３０分～１５時３０分

小城市牛津町勝１３２４－１
（問い合わせは佐賀税務署へ）

小城市
牛津公民館

２月１６日水～３月１５日火
８時３０分～１６時
土・日は通常閉庁

※２月２０日日・２７日日は受け付け
　します

市庁舎４階　大会議室（東）
☎７５－２０１３（申告会場）
☎７５－２１２６（税務課）　

多久市役所


